
　年金を受け始めてから、次の①、②に該当した場合は、まず、日生協
企業年金基金宛（03-3497-0881）に電話でご連絡ください。

各種届出の
お願い
各種届出の
お願い

②年金受給者の方が亡くなられた
　場合の手続き
②年金受給者の方が亡くなられた
　場合の手続き

①住所・受取方法・氏名を変更する
　場合の手続き
①住所・受取方法・氏名を変更する
　場合の手続き

基金の現況 2024年3月末

日生協企業年金基金

2024年9月

　基金は税務署・市区町村へ提出する「公的年金等の源
泉徴収票」に年金受給者のマイナンバー（個人番号）を
記載する必要があります。
　基金では皆様のご負担（マイナンバー関係書類の提出等）
を軽減するために企業年金連合会を通じてマイナンバーを
取得させていただいております。但し、何らかの事情により
取得できなかった場合は、当基金より皆様に確認させてい
ただきます。
　なお、マイナンバーが変更された場合は、当基金へご
連絡いただけますようお願いします。

※1 年金受給者のマイナンバーについては、当基金の年金又
は一時金の給付に係る源泉徴収票作成事務においてのみ
使用します。

※2 企業年金連合会は、厚生年金保険法及び確定給付企業年
金法に基づき厚生労働大臣の認可により設立された法人
で、厚生年金基金や確定給付企業年金を脱退された方の
年金原資を一元的に管理し給付する事業を行っています。
また、住民基本台帳ネットワークより取得した情報の企
業年金基金への提供なども行っています。
当基金は、法令及び基金規約に基づいて企業年金連合会と
業務委託契約を締結し、マイナンバー情報を提供して頂い
ています。

マイナンバー制度への対応について

第1制度は基金の全加入事業所が実施していま
す。2005年4月1日に『日生協厚生年金基金』
から『日生協企業年金基金』へ移行しました。（公
的年金である厚生年金を代行していた部分を国
に返上し、厚生年金に上乗せしていた部分を引
き継ぎしました。）この移行した制度が第1制度
です。

第2制度は基金の加入事業所のうち、任意の事
業所が実施しています。2012年3月末に廃止
された税制適格退職年金制度及び各生協の退職
金制度の受け皿として2010年12月1日に新
設した制度です。

○第2制度：

日生協企業年金基金
発行日 2024年9月20日

〒151-0051  東京都渋谷区千駄ヶ谷4-1-9　南部ビル1階
　 03（3497）0881  FAX 03（3497）0882  https://www.nisseikyoukikin.jp/
 E－mail：coopkikin@work.odn.ne.jp
お電話のおかけ間違い等のないように十分ご注意ください。

　住所や氏名が変わったとき、年金の受取口座を変え
たいときは「年金受給者住所・受取方法・氏名変更届」を
基金にご提出ください。
　変更届は「年金のしおり」にありますが、使用または
紛失等によりお手元に無い場合は基金宛にご連絡くだ
さい。

　年金受給者の方が亡くなられた場合、ご遺族の方は
基金へご連絡ください。
　ご連絡が遅くなりますと、年金の過払いが発生し、後
日ご遺族の方からご返金いただく場合があります。

③現況届について③現況届について
　「現況届」の提出は原則不要です。
　年金受給者の方の現況は、住民基本台帳ネットワー
クの情報により確認させていただいておりますので、
この情報により確認がとれた受給者につきましては、
「現況届」は提出不要です。
　ただし、この情報で確認できなかった年金受給者の方
につきましては、誕生月の前月末に基金から「現況届」
をお送りしますので、必要事項をご記入のうえ切手を貼
付けて誕生月の末日までにご提出ください。
　なお、指定期日までにご提出がない場合は、年金のお
支払いが一時止まりますのでご留意ください。

事業所数（件）

加入者数（人）

平均掛金月額（円）

年金受給者数（人）

年金給付（件数：人、金額：千円）

一時金給付（件数：人、金額：千円）

福祉給付（件数：人、金額：千円）
［自2023年4月　至2024年3月］

［自2023年4月　至2024年3月］
第 1 制 度 第 2 制 度

脱退一時金

選択一時金

遺族給付金

第一経過一時金

件　数
金　額
件　数
金　額
件　数
金　額
件　数
金　額
件　数
金　額

497
397,577

416
2,892,037

15
117,977

0
0

1,873
635,375

644
1,282,646

48
74,111
123
6,427

他制度から
承継した一時金

第 1 制 度 第 2 制 度

老齢給付金

第一経過年金

第二経過年金

旧 加 算 年 金

他制度から
承継した年金

5年年金

10年年金

15年年金

20年年金

件　数
金　額
件　数
金　額
件　数
金　額
件　数
金　額
件　数
金　額
件　数
金　額
件　数
金　額
件　数
金　額
件　数
金　額

370
190,846

74
47,000
145

69,278
53

31,119
98

43,448

10
8,065

1,396
340,618

460
167,585

696
146,039

240
26,993
873

12,300
161

30,758
934

96,781

　当基金には、第１制度と第２制度があります。
○第1制度：

※第1制度は平均標準給与月額に1.2％を乗じて算出しています。

第 1 制 度
第 2 制 度

389
200

第 1 制 度
第 2 制 度

26,192
11,227

23,054
4,509

49,246
15,736

男　子 女　子 計

第 1 制 度
第 2 制 度

4,326
14,384

3,322
12,268

3,856
13,793

男　子 女　子 計

第 1 制 度
第 2 制 度

1,448
332

1,447
80

2,895
412

男　子 女　子 計

第 1 制 度 第 2 制 度

老齢給付金

第一経過年金

第二経過年金

旧 加 算 年 金

他制度から
承継した年金

5年年金

10年年金

15年年金

20年年金

件　数
金　額
件　数
金　額
件　数
金　額
件　数
金　額
件　数
金　額
件　数
金　額
件　数
金　額
件　数
金　額
件　数
金　額

401
192,834

78
42,579
153

71,703
60

33,640
110

44,910

11
8,365

1,449
353,708

474
173,101

712
150,831

263
29,775
839

11,803
155

29,797
922

95,917

第 1 制 度 第 2 制 度

脱退一時金

選択一時金

遺族給付金

第一経過一時金

件　数
金　額
件　数
金　額
件　数
金　額
件　数
金　額
件　数
金　額

604
587,670

362
2,439,916

18
103,399

0
0

2,140
739,954

690
1,370,110

38
51,081
107
7,645

他制度から
承継した一時金

死亡弔慰金
件　数
金　額

28
840

毎年9月にご自宅へ送付してます「年金だより」で
ありますが、同内容のものをホームページから
ご確認いただくことができます。 二次元コード

にアクセス

「年金だより」はホームページに掲載しています。
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当基金におきましては、監事2名による内部監査に加え、監査法人による外部監査を受けております。
2023年度決算の監査結果につきましても、会計上の重要な問題はありませんでした。

表1　公的年金等控除額（※） 表2　主な所得控除額

表3　所得税額の速算表

受給者の
年齢 年金額（A）

130万円以下

130万円超
410万円以下
410万円超
770万円以下
770万円超
1,000万円以下

1,000万円超　

60万円

（A）×25%＋27.5万円

（A）×5%＋145.5万円

（A）×15%＋68.5万円

195.5万円

110万円

（A）×25%＋27.5万円

（A）×15%＋68.5万円

（A）×5%＋145.5万円

195.5万円

年齢65
歳未満

公的年金等に係る雑所得以外
の所得に係る合計所得金額

2023年度（2023年4月1日～2024年3月31日）の収支状況は
収入　11,548百万円 支出　11,548百万円

掛金等収入
4,884百万円

運用収益
6,664百万円 責任準備金増加額

4,807百万円

給付費
6,360百万円

運用報酬等　381百万円

事業主が支払った
掛金等

年金資産運用に
よる収益 責任準備金が前年

度より増加した額

年金・一時金を支
給した額（移換額
を含む）

信託銀行・生命保
険会社等に支払っ
た運用手数料・業
務委託費等

2023年度末（2024年3月31日現在）の年金資産の積立状況は
資産　107,980百万円 負債　107,980百万円

年金資産　107,980百万円
信託資産 77,624百万円
保険資産 28,990百万円
預貯金等 1,366百万円

責任準備金
93,988百万円

別途積立金
12,156百万円

支払備金等　1,835百万円
未払給付費などの
支払準備金

前年度末までに積
み立てた剰余金

将来の年金給付の
ために現時点で保
有していなければ
ならない額と財政
悪化に備えた準備
金を合わせた額

　

区　分 当基金の積立水準 基　準　値

1.00以上

1.00以上

純資産額 106,145百万円
責任準備金 93,988百万円

＝継 続 基 準

非継続基準
純資産額 106,145百万円
最低積立基準額 84,870百万円

＝

1.12

1.25

　2023年度の資産運用は、修正総合利回り6.61％と予定利率を上回るプラス実績を確保しました。
　これにより当年度の収入は掛金等収入49億円と運用収益67億円を合わせた約115億円となり、総資産は約
1,080億円となりました。      
　この積立状況に基づいて財政検証を行った結果、どちらの検証でも基準値を上回り、基金財政の健全性が保たれて
いることを確認しました。

※2020年度決算より、法律改正に基づく新しい財政運営基準を反映した決算報告となっています。
将来の給付支払いへの備えを「責任準備金」として積み立てていますが、それに加えて、災害やパンデミック・金融危機等の影響による財政悪化に
備えて一定額までさらに積み立てすることが可能となっています。（一定額を超えると、その額が剰余金となります。）
決算上は剰余金も不足金も発生しておりませんが、当年度も準備金が確保され基金財政が安定したものとなっていることには変わりありません。
ご安心ください。

　皆さんの将来の年金給付を確かなものとするために、基金では毎年度、保有
する資産について「継続基準」と「非継続基準」という2つの基準で積立状況を
チェックしています。「継続基準」による検証では、基金が今後も継続していく
ことを前提として年金給付に必要な積立金が確保されているかどうかを検証し、
「非継続基準」による検証では、制度が当年度末時点で終了すると仮定した場合
に年金給付に見合う積立金があるかどうかを検証します。

　基金がお支払いする年金は公的年金等の雑所得に含まれ、所得税及び復興所得税（以下、「所得税」といいます。）
と住民税が課税されます。
　基金の年金は、お支払いの際に一律7.6575%の所得税を源泉徴収することになっており、社会保険料控除や医
療費控除などを受けることができないため、確定申告で所得税の過不足をご精算ください。確定申告は、1月～12月
の1年間に生じたすべての所得について、翌年2月16日～3月15日の間に行う必要があり、確定申告に必要な当基
金の「公的年金等の源泉徴収票」は毎年1月末に発送しますのでご確認ください。
　また、住民税は、納税通知に基づいて個人で納めてください。（お勤めされている場合は勤務先が特別徴収し納めま
す。）65歳以上の方については老齢基礎年金等から住民税が特別徴収されます。
　なお、確定申告の詳細については税務署発行の「確定申告の手引き」や国税庁ホームページ（https://www.nta.
go.jp)等をご参照ください。

①国や基金からの公的年金等の収入金額から公的年金控除額【表1】を差し引き、公的年金等にかかる雑所得額が算出さ
れます。

②他に所得がある場合はその所得と①を合算した金額から所得控除額【表2】を控除して、課税所得金額が算出されます。

③課税所得金額を所得税額の早見表【表3】に当てはめて、所得税が算出されます。

（※）2018年分税制改正により、2020年分から公的年金等控除・基礎控除等が見直されました。（基礎控除が10万円引き上げられた代わりに公的年金等控除が
10万円引き下げられることになりました。）

　公的年金については、日本年金機構から毎年11月頃に送付される「扶養親族等申告書」を期限までに提出されると、公的年金
等控除、配偶者控除などの所得控除が適用されたうえで、所得税が源泉徴収されます。
　確定給付企業年金法に基づく基金の年金は、所得税法の定めにより扶養申告書等の申告書を提出することはできず、支給年
金額から一律7.6575％（所得税率7.5％に復興特別所得税を加算）の所得税を源泉徴収することになっています。

年金と税金年金と税金

◎年金課税のしくみ

◎扶養親族等の申告書の提出

※住民税は前年の所得に応じた所得割（税率一律10%）と地域に居住することにより一律負担となる均等割（金額は自治体によって異なります）があります。

国や基金からの
公的年金

控除額
【表1】

公的年金等にかかる
雑所得額

他の所得 ① 所得控除額
【表2】 課税所得金額

330万円以下

330万円超
410万円以下
410万円超
770万円以下
770万円超
1,000万円以下

1,000万円超　

年齢65
歳以上

1,000万円以下

控除の種類 控除額
基礎控除（※） 最高48万円

最高38万円（70歳以上の配偶者48万円）
生命保険料の種類と金額に応じ最高12万円
最高200万円
支払保険料全額

扶養親族が19歳～ 22歳　63万円
扶養親族が70歳以上　48万円
扶養親族が70歳以上の同居老親　58万円
上記以外の16歳以上の扶養親族　38万円

扶養控除（配偶者以外）

配偶者控除
生命保険料控除
医療費控除
社会保険料控除

課税所得金額（Ａ）

表3の計算式

所得税額
195万円以下
195万円超 330万円以下
330万円超  695万円以下
695万円超 900万円以下
900万円超 1,800万円以下
1,800万円超 4,000万円以下
4,000万円超

（（Ａ）×5％）×102.1％
（（Ａ）×10％－97,500円）×102.1％
（（Ａ）×20％－427,500円）×102.1％
（（Ａ）×23％－636,000円）×102.1％
（（Ａ）×33％－1,536,000円）×102.1％
（（Ａ）×40％－2,796,000円）×102.1％
（（Ａ）×45％－4,796,000円）×102.1％

課税所得金額 × 所得税率 ー 税額控除額 = 所得税額

積立状況をチェック

安心できる年金給付のために

2つの検証で
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当基金におきましては、監事2名による内部監査に加え、監査法人による外部監査を受けております。
2023年度決算の監査結果につきましても、会計上の重要な問題はありませんでした。

表1　公的年金等控除額（※） 表2　主な所得控除額

表3　所得税額の速算表

受給者の
年齢 年金額（A）

130万円以下

130万円超
410万円以下
410万円超
770万円以下
770万円超
1,000万円以下

1,000万円超　

60万円

（A）×25%＋27.5万円

（A）×5%＋145.5万円

（A）×15%＋68.5万円

195.5万円

110万円

（A）×25%＋27.5万円

（A）×15%＋68.5万円

（A）×5%＋145.5万円

195.5万円

年齢65
歳未満

公的年金等に係る雑所得以外
の所得に係る合計所得金額

2023年度（2023年4月1日～2024年3月31日）の収支状況は
収入　11,548百万円 支出　11,548百万円

掛金等収入
4,884百万円

運用収益
6,664百万円 責任準備金増加額

4,807百万円

給付費
6,360百万円

運用報酬等　381百万円

事業主が支払った
掛金等

年金資産運用に
よる収益 責任準備金が前年

度より増加した額

年金・一時金を支
給した額（移換額
を含む）

信託銀行・生命保
険会社等に支払っ
た運用手数料・業
務委託費等

2023年度末（2024年3月31日現在）の年金資産の積立状況は
資産　107,980百万円 負債　107,980百万円

年金資産　107,980百万円
信託資産 77,624百万円
保険資産 28,990百万円
預貯金等 1,366百万円

責任準備金
93,988百万円

別途積立金
12,156百万円

支払備金等　1,835百万円
未払給付費などの
支払準備金

前年度末までに積
み立てた剰余金

将来の年金給付の
ために現時点で保
有していなければ
ならない額と財政
悪化に備えた準備
金を合わせた額

　

区　分 当基金の積立水準 基　準　値

1.00以上

1.00以上

純資産額 106,145百万円
責任準備金 93,988百万円

＝継 続 基 準

非継続基準
純資産額 106,145百万円
最低積立基準額 84,870百万円

＝

1.12

1.25

　2023年度の資産運用は、修正総合利回り6.61％と予定利率を上回るプラス実績を確保しました。
　これにより当年度の収入は掛金等収入49億円と運用収益67億円を合わせた約115億円となり、総資産は約
1,080億円となりました。      
　この積立状況に基づいて財政検証を行った結果、どちらの検証でも基準値を上回り、基金財政の健全性が保たれて
いることを確認しました。

※2020年度決算より、法律改正に基づく新しい財政運営基準を反映した決算報告となっています。
将来の給付支払いへの備えを「責任準備金」として積み立てていますが、それに加えて、災害やパンデミック・金融危機等の影響による財政悪化に
備えて一定額までさらに積み立てすることが可能となっています。（一定額を超えると、その額が剰余金となります。）
決算上は剰余金も不足金も発生しておりませんが、当年度も準備金が確保され基金財政が安定したものとなっていることには変わりありません。
ご安心ください。

　皆さんの将来の年金給付を確かなものとするために、基金では毎年度、保有
する資産について「継続基準」と「非継続基準」という2つの基準で積立状況を
チェックしています。「継続基準」による検証では、基金が今後も継続していく
ことを前提として年金給付に必要な積立金が確保されているかどうかを検証し、
「非継続基準」による検証では、制度が当年度末時点で終了すると仮定した場合
に年金給付に見合う積立金があるかどうかを検証します。

　基金がお支払いする年金は公的年金等の雑所得に含まれ、所得税及び復興所得税（以下、「所得税」といいます。）
と住民税が課税されます。
　基金の年金は、お支払いの際に一律7.6575%の所得税を源泉徴収することになっており、社会保険料控除や医
療費控除などを受けることができないため、確定申告で所得税の過不足をご精算ください。確定申告は、1月～12月
の1年間に生じたすべての所得について、翌年2月16日～3月15日の間に行う必要があり、確定申告に必要な当基
金の「公的年金等の源泉徴収票」は毎年1月末に発送しますのでご確認ください。
　また、住民税は、納税通知に基づいて個人で納めてください。（お勤めされている場合は勤務先が特別徴収し納めま
す。）65歳以上の方については老齢基礎年金等から住民税が特別徴収されます。
　なお、確定申告の詳細については税務署発行の「確定申告の手引き」や国税庁ホームページ（https://www.nta.
go.jp)等をご参照ください。

①国や基金からの公的年金等の収入金額から公的年金控除額【表1】を差し引き、公的年金等にかかる雑所得額が算出さ
れます。

②他に所得がある場合はその所得と①を合算した金額から所得控除額【表2】を控除して、課税所得金額が算出されます。

③課税所得金額を所得税額の早見表【表3】に当てはめて、所得税が算出されます。

（※）2018年分税制改正により、2020年分から公的年金等控除・基礎控除等が見直されました。（基礎控除が10万円引き上げられた代わりに公的年金等控除が
10万円引き下げられることになりました。）

　公的年金については、日本年金機構から毎年11月頃に送付される「扶養親族等申告書」を期限までに提出されると、公的年金
等控除、配偶者控除などの所得控除が適用されたうえで、所得税が源泉徴収されます。
　確定給付企業年金法に基づく基金の年金は、所得税法の定めにより扶養申告書等の申告書を提出することはできず、支給年
金額から一律7.6575％（所得税率7.5％に復興特別所得税を加算）の所得税を源泉徴収することになっています。

年金と税金年金と税金

◎年金課税のしくみ

◎扶養親族等の申告書の提出

※住民税は前年の所得に応じた所得割（税率一律10%）と地域に居住することにより一律負担となる均等割（金額は自治体によって異なります）があります。

国や基金からの
公的年金

控除額
【表1】

公的年金等にかかる
雑所得額

他の所得 ① 所得控除額
【表2】 課税所得金額

330万円以下

330万円超
410万円以下
410万円超
770万円以下
770万円超
1,000万円以下

1,000万円超　

年齢65
歳以上

1,000万円以下

控除の種類 控除額
基礎控除（※） 最高48万円

最高38万円（70歳以上の配偶者48万円）
生命保険料の種類と金額に応じ最高12万円
最高200万円
支払保険料全額

扶養親族が19歳～ 22歳　63万円
扶養親族が70歳以上　48万円
扶養親族が70歳以上の同居老親　58万円
上記以外の16歳以上の扶養親族　38万円

扶養控除（配偶者以外）

配偶者控除
生命保険料控除
医療費控除
社会保険料控除

課税所得金額（Ａ）

表3の計算式

所得税額
195万円以下
195万円超 330万円以下
330万円超  695万円以下
695万円超 900万円以下
900万円超 1,800万円以下
1,800万円超 4,000万円以下
4,000万円超

（（Ａ）×5％）×102.1％
（（Ａ）×10％－97,500円）×102.1％
（（Ａ）×20％－427,500円）×102.1％
（（Ａ）×23％－636,000円）×102.1％
（（Ａ）×33％－1,536,000円）×102.1％
（（Ａ）×40％－2,796,000円）×102.1％
（（Ａ）×45％－4,796,000円）×102.1％

課税所得金額 × 所得税率 ー 税額控除額 = 所得税額

積立状況をチェック

安心できる年金給付のために

2つの検証で



　年金を受け始めてから、次の①、②に該当した場合は、まず、日生協
企業年金基金宛（03-3497-0881）に電話でご連絡ください。

各種届出の
お願い
各種届出の
お願い

②年金受給者の方が亡くなられた
場合の手続き

②年金受給者の方が亡くなられた
場合の手続き

①住所・受取方法・氏名を変更する
場合の手続き
①住所・受取方法・氏名を変更する
場合の手続き

基金の現況 2024年3月末

日生協企業年金基金

2024年9月

　基金は税務署・市区町村へ提出する「公的年金等の源
泉徴収票」に年金受給者のマイナンバー（個人番号）を
記載する必要があります。
　基金では皆様のご負担（マイナンバー関係書類の提出等）
を軽減するために企業年金連合会を通じてマイナンバーを
取得させていただいております。但し、何らかの事情により
取得できなかった場合は、当基金より皆様に確認させてい
ただきます。
　なお、マイナンバーが変更された場合は、当基金へご
連絡いただけますようお願いします。

※1 年金受給者のマイナンバーについては、当基金の年金又
は一時金の給付に係る源泉徴収票作成事務においてのみ
使用します。

※2 企業年金連合会は、厚生年金保険法及び確定給付企業年
金法に基づき厚生労働大臣の認可により設立された法人
で、厚生年金基金や確定給付企業年金を脱退された方の
年金原資を一元的に管理し給付する事業を行っています。
また、住民基本台帳ネットワークより取得した情報の企
業年金基金への提供なども行っています。
当基金は、法令及び基金規約に基づいて企業年金連合会と
業務委託契約を締結し、マイナンバー情報を提供して頂い
ています。

マイナンバー制度への対応について

第1制度は基金の全加入事業所が実施していま
す。2005年4月1日に『日生協厚生年金基金』
から『日生協企業年金基金』へ移行しました。（公
的年金である厚生年金を代行していた部分を国
に返上し、厚生年金に上乗せしていた部分を引
き継ぎしました。）この移行した制度が第1制度
です。

第2制度は基金の加入事業所のうち、任意の事
業所が実施しています。2012年3月末に廃止
された税制適格退職年金制度及び各生協の退職
金制度の受け皿として2010年12月1日に新
設した制度です。

○第2制度：

日生協企業年金基金
発行日 2024年9月20日

〒151-0051  東京都渋谷区千駄ヶ谷4-1-9　南部ビル1階
　 03（3497）0881  FAX 03（3497）0882  https://www.nisseikyoukikin.jp/
 E－mail：coopkikin@work.odn.ne.jp
お電話のおかけ間違い等のないように十分ご注意ください。

　住所や氏名が変わったとき、年金の受取口座を変え
たいときは「年金受給者住所・受取方法・氏名変更届」を
基金にご提出ください。
　変更届は「年金のしおり」にありますが、使用または
紛失等によりお手元に無い場合は基金宛にご連絡くだ
さい。

　年金受給者の方が亡くなられた場合、ご遺族の方は
基金へご連絡ください。
　ご連絡が遅くなりますと、年金の過払いが発生し、後
日ご遺族の方からご返金いただく場合があります。

③現況届について③現況届について
　「現況届」の提出は原則不要です。
　年金受給者の方の現況は、住民基本台帳ネットワー
クの情報により確認させていただいておりますので、
この情報により確認がとれた受給者につきましては、
「現況届」は提出不要です。
　ただし、この情報で確認できなかった年金受給者の方
につきましては、誕生月の前月末に基金から「現況届」
をお送りしますので、必要事項をご記入のうえ切手を貼
付けて誕生月の末日までにご提出ください。
　なお、指定期日までにご提出がない場合は、年金のお
支払いが一時止まりますのでご留意ください。

事業所数（件）

加入者数（人）

平均掛金月額（円）

年金受給者数（人）

年金給付（件数：人、金額：千円）

一時金給付（件数：人、金額：千円）

福祉給付（件数：人、金額：千円）
［自2023年4月　至2024年3月］

［自2023年4月　至2024年3月］
第 1 制 度 第 2 制 度

脱退一時金

選択一時金

遺族給付金

第一経過一時金

件　数
金　額
件　数
金　額
件　数
金　額
件　数
金　額
件　数
金　額

497
397,577

416
2,892,037

15
117,977

0
0

1,873
635,375

644
1,282,646

48
74,111
123
6,427

他制度から
承継した一時金

第 1 制 度 第 2 制 度

老齢給付金

第一経過年金

第二経過年金

旧 加 算 年 金

他制度から
承継した年金

5年年金

10年年金

15年年金

20年年金

件　数
金　額
件　数
金　額
件　数
金　額
件　数
金　額
件　数
金　額
件　数
金　額
件　数
金　額
件　数
金　額
件　数
金　額

370
190,846

74
47,000
145

69,278
53

31,119
98

43,448

10
8,065

1,396
340,618

460
167,585

696
146,039

240
26,993
873

12,300
161

30,758
934

96,781

　当基金には、第１制度と第２制度があります。
○第1制度：

※第1制度は平均標準給与月額に1.2％を乗じて算出しています。

第 1 制 度
第 2 制 度

389
200

第 1 制 度
第 2 制 度

26,192
11,227

23,054
4,509

49,246
15,736

男　子 女　子 計

第 1 制 度
第 2 制 度

4,326
14,384

3,322
12,268

3,856
13,793

男　子 女　子 計

第 1 制 度
第 2 制 度

1,448
332

1,447
80

2,895
412

男　子 女　子 計

第 1 制 度 第 2 制 度

老齢給付金

第一経過年金

第二経過年金

旧 加 算 年 金

他制度から
承継した年金

5年年金

10年年金

15年年金

20年年金

件　数
金　額
件　数
金　額
件　数
金　額
件　数
金　額
件　数
金　額
件　数
金　額
件　数
金　額
件　数
金　額
件　数
金　額

401
192,834

78
42,579
153

71,703
60

33,640
110

44,910

11
8,365

1,449
353,708

474
173,101

712
150,831

263
29,775
839

11,803
155

29,797
922

95,917

第 1 制 度 第 2 制 度

脱退一時金

選択一時金

遺族給付金

第一経過一時金

件　数
金　額
件　数
金　額
件　数
金　額
件　数
金　額
件　数
金　額

604
587,670

362
2,439,916

18
103,399

0
0

2,140
739,954

690
1,370,110

38
51,081
107
7,645

他制度から
承継した一時金

死亡弔慰金
件　数
金　額

28
840

毎年9月にご自宅へ送付してます「年金だより」で
ありますが、同内容のものをホームページから
ご確認いただくことができます。 二次元コード

にアクセス

「年金だより」はホームページに掲載しています。


